
国
立
国
会
図
書
館
職
員
定
員
規
程 

（
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

改
正 

昭
和
三
十
四
年 

七
月
二
十
二
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
三
号 

同 

三
十
五
年 

七
月
二
十
五
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 

三
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
号 

同 

三
十
六
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 

三
十
七
年 

五
月 

十
二
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 

三
十
八
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

同 
三
十
九
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
四
十
三
年 

八
月 

 

八
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 

四
十
四
年 

四
月 

 

五
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 

五
十
一
年 
五
月 

十
四
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

六
十
年 
四
月 

 

六
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

同 

六
十
一
年 

四
月 
十
四
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

同 

六
十
二
年 

五
月
二
十
一
日
同 
 

 
 

 
 

 
 

第
一
号 

平
成 

 

四
年 

四
月 

 
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

 

八
年 

五
月 

十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

十
一
年 

四
月 
 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

十
二
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

十
三
年 

三
月 

三
十
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

十
四
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
号 

同 
 

十
五
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

十
六
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 
第
一
号 

同 
 

十
七
年 

四
月 

十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

十
八
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

十
九
年 

三
月
二
十
八
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
号 

同 
 

二
十
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 

二
十
一
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 

二
十
二
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 

二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
号 

同 

二
十
六
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 

二
十
七
年 

四
月
二
十
二
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 

三
十
一
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

令
和 

 

二
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

 

三
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

 

四
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

同 
 

 

六
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
号 

  

国
立
国
会
図
書
館
職
員
（
館
長
、
副
館
長
、
休
職
者
、
派
遣
国
会
職
員
、
育

児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
及
び
非
常
勤

職
員
を
除
く
。
）
の
定
員
は
、
八
百
九
十
三
人
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

国
立
国
会
図
書
館
職
員
定
員
規
程
（
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
官

報
公
示
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
三
十
四
年
七
月
二
十
二
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
三
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
三
十
五
年
七
月
二
十
五
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
五
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
五

年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
三
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
程
の
本
則
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
員
は
、
昭
和
三
十
六
年
六
月
三
十

日
ま
で
の
間
は
、
七
百
三
十
五
人
と
し
、
昭
和
三
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
同

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
七
百
三
十
六
人
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
三
十
七
年
五
月
十
二
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 

附 

則
（
昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
二
号
） 

 
こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
附 

則
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
四
十
三
年
八
月
八
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
四
十
四
年
四
月
五
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
五
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
四
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
五
十
一
年
五
月
十
四
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
六
十
年
四
月
六
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
二
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
六
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
六
十
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
十
四
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
二
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
昭
和
六
十
二
年
五
月
二
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
二
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
国

立
国
会
図
書
館
職
員
定
員
規
程
の
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
四
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
八
年
五
月
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
八
年
五
月
十
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
国
立
国
会

図
書
館
職
員
定
員
規
程
の
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
一
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
職
員
定
員
規
程
の
本
則
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
員
は
、
平
成
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、

八
百
六
十
四
人
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
三
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
職
員
定
員
規
程
本
則
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
員
は
、
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
九

百
十
六
人
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
七
年
四
月
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
四
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
附 
則
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
二
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
附 

則
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
三
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
国
会
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
施
行
の
日
＝
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
） 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
国

立
国
会
図
書
館
職
員
定
員
規
程
の
規
定
は
、
同
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
二
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
三
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
四
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
六
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
一
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


